
契約形態 業務委託 

仕 様 書 

 

 

１ 件  名  消防用設備等保守点検業務委託 

 

２ 履行期間  令和６年（２０２４年）４月 １日から 

                令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

 ⑴ 草加市氷川町２１１８－５  草加市水道庁舎 

 ⑵ 草加市吉町４－１０－４５  吉町浄水場 

 ⑶ 草加市旭町５－７－８    旭浄水場 

 ⑷ 草加市谷塚上町４４７    谷塚浄水場 

 ⑸ 草加市中根２－３８－２４  中根浄水場 

 ⑹ 草加市新栄３－１－２    新栄配水場 

 ⑺ 草加市草加３－３－３６   草加三丁目防災資材倉庫 

 ⑻ 草加市氷川町２１０４－１２ 上下水道部防災倉庫 

 

４ 支払方法  業務完了払（年１回払） 

 

５ 委託内容 

 ⑴ 概要 

 水道庁舎及び浄配水場等に設置されている消防用設備等について、消防法第１７条の３

の３及び関係法令等に基づく点検を実施し、法令等で定められた様式で報告書を作成し、

必要に応じて消防長又は消防署長に報告すること。 

   また、当該設備に異常が発生したときは、緊急に適切な資格を有する技術員を派遣し点

検を行うこと。点検の結果、部品交換の必要性が生じた場合には、費用等について別途発

注者と協議を行った上で保守を実施するものとし、本業務委託の範囲には含まない。 

 ⑵ 点検対象設備 

   別表「点検対象設備」を参照。 

 ⑶ 点検の種別及び点検期間 

    ア  機器点検   ６月ごとに１回（６月及び１２月を予定） 

    イ  総合点検   １年ごとに１回 

  ※ 機器点検の２回目と総合点検を同日に実施すること。 

  ※ 機器点検及び総合点検における各点検対象設備は、平成１６年消防庁告示第９号に従

うこと。 

 ⑷ 点検者の資格及び点検方法 

   当該点検等を行うために必要な資格及び当該点検の方法については、消防法及び関係法

令等の規定に従うこと。 

 

６ その他 

 ⑴ 点検日は、担当課と協議の上、決定すること。 

 ⑵ 報告書は、各点検実施後に１部作成し、速やかに提出すること。 



 ⑶ 保守点検の結果、部品交換が必要な場合には、部品代及び部品交換費用を別途見積し、

実施については担当課と協議を行うこと。 

 ⑷ 消防用設備等を維持管理するための各種機器類の交換周期更新時期等を発注者に明示す

ること。 

 ⑸ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑹ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

 ⑺ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６

条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）第９

条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による

被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するととも

に、所轄の警察署に通報すること。 

  イ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 ⑻ 本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議し対応するものとすること。 

 

７ 問合せ先 

草加市上下水道部水道総務課管理係 

電  話 ０４８－９２５－３１３２（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９２５－５０４６  



別表

　点検対象設備

消火器具 粉末消火器（10型） 16本 14本 5本 3本 5本 9本 1本 2本

受信機 1台 1台 1台 1台 1台 1台

差動式スポット型感知器 49個 7個 7個 2個 9個

定温式スポット型感知器 12個 31個 2個

煙式光電式スポット型感知器 14個 20個

地区音響装置 5個 3個 2個

発信機 5個 3個 2個

避難器具 救助袋 1個

避難口 11か所 4か所

通路 6か所

階段通路誘導灯 5か所

信号装置 1か所

煙感知器 4か所

煙式スポット型光電式感知器 5個

手動開閉装置 1か所

シャッター 1か所

防火戸 4個

※　数量については、過去の点検結果及び「消防用設備等設置届書」を基に記載してある。
※　点検結果が、別表と異なる場合には、担当課に報告を行い、報告書は現況を優先するものとする。
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